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習志野市内 交通事故＆電話de詐欺

令和８年４月１日から自転車の交通違反に青切符が適用

令和８年４月１日から、１６歳以上の自転車運転者による交通違反が

交通反則通告制度（いわゆる青切符）の対象となり、一定の違反者に対し

て反則金の納付が通告されます。

自転車は「車両（車の仲間）」です。免許はなくてもドライバー交通ルールを守って
責任ある運転を心掛けましょう。

交通反則通告制度（いわゆる「青切符」とは
１６歳以上の自転車運転者が一定の違反（反則行為）をして警察官から取締りを受けると、

① 青切符（違反の要旨が書かれた青色の紙）と

② 納付書（反則金額と納付期限が書かれた振込用紙）
を渡されます。

納付期限までに反則金を銀行または郵便局の窓口で納めたときは、刑事罰に問われない制度

をいいます。

※千葉県警察HPでは、自転車の交通ルールなど様々な情報を掲載しています。 千葉県警察 自転車の交通ルール

詐欺の電話はアプリでブロック！～スマホで簡単詐欺対策～

電話de詐欺被害（暫定値）

件数 21件

被害額 約 2億5247万円

令和８年１月から４月末まで

交通事故（確定値）

◎人身事故件数 61件

◎物件事故件数 1,123件

携帯電話に特殊詐欺の犯人から架電されるケースが急増しています。

犯人からの電話を直接受けないためには、犯人が使う国際電話などをアプリでブロックする対策が有効です。
※警察庁推奨アプリ ダウンロード・利用料ともに無料

詐欺対策 by NTTタウンページ 詐欺バスター Lite 
ダウンロードはこちら
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特殊詐欺対策ページ


